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暴力行為は許さない

尼寺議員
一般質問尼

寺
議
員
　
こ
の
暴
力
事
件
に
対
し
て
、

執
行
部
は
十
分
な
説
明
を
し
て
い
な
い
。

か
つ
て
給
食
セ
ン
タ
ー
の
施
工
不
良
問
題

の
時
、
農
地
法
違
反
の
時
も
、
新
聞
報
道

が
な
さ
れ
て
か
ら
の
説
明
が
あ
っ
た
。
ど

う
か
。

橋
本
市
長
　
事
件
の
概
要
に
つ
い
て
は
、

令
和
３
年
４
月
９
日
の
当
該
区
長
の
傷
害

被
告
事
件
の
判
決
の
内
容
及
び
、
嘱
託
員

に
関
す
る
市
の
対
応
も
併
せ
て
，
私
の
指

示
に
よ
り
、
総
務
部
長
よ
り
各
部
長
に
説

明
し
て
い
る
。

尼
寺
議
員
　
私
は
、
昨
年
９
月
議
会
の
総

務
文
教
委
員
会
で
、「
加
害
者
へ
処
分
を
」

（
注
１
）
と
い
う
質
問
を
し
た
。
議
員
に

対
し
て
説
明
が
不
十
分
だ
と
思
っ
た
こ

と
、
市
職
員
か
ら
「
我
々
職
員
に
は
何
の

説
明
も
な
い
。
知
っ
て
い
た
ら
教
え
て
ほ

し
い
。
加
害
者
へ
の
処
分
は
し
な
い
の
か
。

そ
う
で
な
い
と
安
心
し
て
仕
事
が
で
き
な

い
」
な
ど
聞
か
れ
た
か
ら
だ
。

　
　
・
・
・

　
答
弁
に
よ
る
と
説
明
し
た
の
は
、
判
決

後
と
あ
る
。
事
件
の
概
要
に
つ
い
て
も
処

分
に
つ
い
て
も
、
早
急
に
、（
判
決
前
に
）

す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
ま
た
総
務
部

長
を
介
し
て
、
各
部
長
に
説
明
し
た
と
の

事
だ
が
、
な
ぜ
市
長
自
ら
説
明
し
な
い
の

か
。
被
害
を
受
け
た
職
員
は
９
月
議
会
、

11
月
臨
時
会
も
欠
席
し
て
い
る
。

　尼
寺
議
員　

加
害
者
へ
の
処
分
、
嘱
託
員

の
契
約
解
除
な
ど
の
処
分
が
遅
す
ぎ
る
の

で
は
な
い
か
。
ま
た
指
名
停
止
処
分
も
県

が
先
で
あ
っ
た
と
聞
く
。

橋
本
市
長
　
４
月
９
日
の
判
決
を
受
け
、

当
方
弁
護
士
か
ら
当
該
区
長
の
代
理
人
弁

護
士
に
「
嘱
託
員
業
務
委
託
契
約
を
締
結

し
な
い
」
旨
の
書
面
を
渡
し
、
そ
の
場
で

対
応
し
て
い
る
。

　
指
名
停
止
に
つ
い
て
は
、
鳥
栖
市
競
争

入
札
参
加
資
格
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

に
基
づ
き
、
刑
法
の
規
定
に
よ
る
罰
金
刑

を
宣
告
さ
れ
た
場
合
、
指
名
停
止
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
４
月
９

日
の
判
決
後
、
必
要
な
事
務
手
続
き
を
行

い
、
４
月
26
日
に
通
知
し
た
。

尼
寺
議
員　

嘱
託
員
業
務
委
託
契
約
書
に

よ
る
と
、
委
託
期
間
は
、
令
和
２
年
４
月

１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
と

な
っ
て
い
る
が
、
契
約
書
の
第
５
条
に
よ

る
と
、
規
則
第
２
条
の
規
定
に
該
当
し
な

く
な
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
の
契
約
を

解
除
で
き
る
と
あ
る
。
規
則
第
２
条
に
は

「
市
長
が
認
め
る
も
の
に
委
嘱
す
る
」
と

あ
る
の
で
、
市
長
が
認
め
な
け
れ
ば
、
任

期
途
中
で
も
契
約
を
解
除
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
市
長
が
判
断
す
れ

ば
、
裁
判
の
結
果
を
待
つ
こ
と
な
く
、
契

約
の
解
除
は
で
き
た
は
ず
。

　
ま
た
指
名
停
止
に
つ
い
て
は
、
県
の
判

断
を
待
っ
て
か
ら
停
止
処
分
に
し
た
と
み

え
な
い
こ
と
も
な
い
。

尼
寺
議
員　

現
在
、
加
害
者
が
区
長
、
嘱

託
員
を
し
て
い
た
町
区
は
、
市
が
嘱
託
員

業
務
委
託
契
約
を
し
な
か
っ
た
た
め
に
、

市
報
な
ど
の
配
布
物
は
市
の
職
員
が
代
わ

り
に
配
布
し
て
い
る
と
聞
く
が
、
ど
う
解

決
す
る
の
か
。

橋
本
市
長　

令
和
３
年
４
月
か
ら
再
三
に

わ
た
り
、
当
該
区
長
に
対
し
、
嘱
託
員
の

推
薦
及
び
町
区
の
文
書
配
布
に
つ
い
て
質

問
し
て
い
る
が
、
現
時
点
で
返
答
は
な
い
。

　
そ
こ
で
現
在
嘱
託
員
が
不
在
で
、
文
書

配
布
の
方
法
も
決
ま
っ
て
い
な
い
。
そ
こ

で
市
職
員
に
よ
り
文
書
配
布
を
３
度
、
５

月
末
か
ら
市
内
事
業
者
に
臨
時
で
文
書
の

配
布
を
行
っ
て
い
る
。

　
・
・
・

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
事
件
の
説
明
や
加

害
者
へ
の
処
分
は
、
も
っ
と
早
く
す
べ
き

で
は
な
か
っ
た
か
。

暴力事件の
対応について

暴
力
事
件
に
対
し
て
、
執
行
部
は

　
　
　

十
分
な
説
明
を
し
て
い
な
い

加
害
者
に
対
す
る

　
　
　

処
分
が
遅
す
ぎ
る

市
報
な
ど
の
配
布
物
は

　
　
　
　
　

ど
う
す
る
の
か

事件の説明や加害者への処分が遅すぎないか事件の説明や加害者への処分が遅すぎないか

▼　嘱託員業務委託契約
第２条　委託期間は　令和２年４月１日から令和６３年３月３１日までとする。
第５条　甲は乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除
できる。
　（１）規則第２条の規則に該当しなくなったとき
　（２）　規則第５条の規定に違反したとき

（甲　鳥栖市長；乙　嘱託員）

＜ 鳥栖市契約事務規則 ＞
第２条　嘱託員は、市長の定める区域において市長が適当と認める者に委嘱する。
嘱託員業務委託契約書と鳥栖市契約事務規則から、市長は嘱託員の委託期間で
あっても、適当だと認めないものは、いつでも契約を解除できるとなっている。
鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領
市長は、有資格者が別表第２（その２）に掲げ措置要件のいずれかに該当する
ときは、期間を定め参加資格の停止（指名停止）を行うもとする。
別表第２（その２）　贈賄及び不正行為などに基づく措置基準
・・・代表役員等が・・刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事などの契約の
相手方として不適当と認められるとき。当該認定をした日から１か月以上９か月
以内

・Ｒ２　８-５　幸津町区長が市職員に傷害を負わせる
・Ｒ2　11/16　公判請求
・R３　４/９　裁判判決　罰金刑　　・R3　4/9　市から嘱託員解除を通告
・R3　　4/22　県が指名停止　　　　・R3　4/26　市が指名停止

　尼寺議員は、暴力はいかなる理由があっても許されないし、２度とあったはな
らない観点から「加害者は市の嘱託員であり、入札に参加する資格を有する業者
であることから、嘱託員の委託契約の解除、および指名停止などの処分を早く行
い、けじめをつけるべきだ」という趣旨の質問をした。これに対して、執行部か
らは「司法の判断をまって処分は行いたい」などの回答があった。

▼

▼

▼ 暴力事件のあらまし

総務文教委員会での尼寺議員の質疑　R2-9

▼ 不祥事の説明の教訓は

  区長入院の際に、市職員がお見舞金を渡すが、そのやりとりの中で、
区長が職員に傷害をおわせる。ただこの事で、傷害事件、裁判になるの
はわかりづらい。一部情報誌は、この事件の背景に新産業集積エリアの
問題が絡んでいると報道するが・・・。

　給食センター施工不良　施行不良部ありとの報告をうけていながら、新聞報道
がなされてから、これを認めた。農地法違反も知りながら、１年後に公表した。
　説明が遅いとの批判をうけて、架空発注の際には議員に説明があったが、職員
には数か月後と聞く。今回も議員には説明があったが、職員への説明は半年後。

　

昨
年
８
月
に
、
幸
津
町
区
長
に
よ
る
市
職
員
へ
の
暴
力
事
件
が
発
生
し
、
４
月
９
日
に
当
該
区
長
に
罰
金
刑
の
判
決
が
あ
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
市
は
９
日
に
当
該
区
長
の
嘱
託
員
契
約
の
解
除
を
通
告
し
た
。
県
は
22
日
に
当
該
区
長
が
当
時
役
員
を
し
て
い
た

建
設
会
社
を
指
名
停
止
の
処
分
を
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
市
も
26
日
に
同
社
を
指
名
停
止
の
処
分
を
し
た
。
尼
寺
議
員
は
こ
れ
ら

の
処
分
や
職
員
へ
の
説
明
が
遅
い
事
、
不
十
分
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
取
り
上
げ
、
危
機
管
理
へ
の
市
長
の
対
応
を
質
し
た
。


